
第１０３回 姫路市農業委員会総会議事録 
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15  田 勝 博 出席   
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17 福 永 信 幸 出席  会長職務代理者 

18 青 田   誠 出席  会長職務代理者 

19 田 靡 仁 志 出席  会長 

 

その他の出席者   ０名 

   

農業委員会事務局職員  ３名 

 



議事内容 

議案第１号  農地確認及び非農地確認について 

議案第２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による農用

地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取について 

議案第６号  農地利用最適化推進施策に関する意見書策定について 

報告第１号  農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について 

報告第２号  農地法第４条の規定による届出の専決について 

報告第３号  農地法第５条の規定による届出の専決について 

報告第４号  合意による解約等の通知について 

報告第５号  転用許可（一時転用）に係る事業の完了について 

報告第６号  農業経営改善計画（認定農業者）の認定について 

 

 （令和７年１２月２４日 午後１時２５分） 

 

議  長 予定の方が揃われましたので、只今から、第１０３回総会を開催致します。 

 

【 議 長 挨 拶 】 

 

現在の出席者数は、農業委員１９名中１９名の出席で過半数に達しており、会

議は成立しております。 

 それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を議長より指名さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 異議なしの声を得ましたので、本日の議事録署名委員を岡本富博委員と船引政

則委員にお願いいたします。 

 それでは、これより議案審議に入ります。いずれも慎重審議をよろしくお願い

します。 

 議案第１号「農地確認及び非農地確認」について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 議案第１号（Ｐ１～Ｐ２）を説明する。 

〔農地確認及び非農地確認について〕 

 

この度は、農地確認の申請が１件、非農地確認の申請が６件提出されておりま

す。 

まず、農地確認です。 

東山の田□□□□につきまして、「□□□□□□□□□□４条受理を受けた

が、転用事業が終了し、農地復元して、農地として利用している」との申請で

す。現況は「田」となっております。 

担当委員から「適当である」との意見を頂いております。中南部地区農政協議

会におきましては、特に問題点は出ておりません。 

続きまして、非農地確認です。 

１番です。 



広畑区末広町三丁目の畑３筆□□□□□につきまして、「平成８年以前から住

宅として利用している」との申請です。 

２番です。 

夢前町前之庄の畑□□□□につきまして、「平成３年以前から山林となってい

る」との申請です。 

３番です。 

船津町の畑□□□□□につきまして、「平成１６年以前から住宅敷地の一部と

なっている」との申請です。 

４番です。 

船津町の田□□□につきまして、「昭和６１年以前から進入路として利用して

いる」との申請です。 

５番です。 

豊富町御蔭の田□□□につきまして、「平成１６年以前から住宅敷地の一部と

なっている」との申請です。 

６番です。 

豊富町御蔭の田□□□につきまして、「平成１６年以前から道路として利用し

ている」との申請です。 

現況は、いずれも申請どおりの内容となっており、各担当委員から「適当であ

る」との意見を頂いております。各地区農政協議会におきましては、特に問題点

は出ておりません。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問、その他補足事項はございませ

んか。 

 

委  員 農地確認の案件について、現地を確認しました。 

幹線道路から１筆挟んだ位置にある土地で、以前はアスファルトで舗装された

店舗の駐車場でしたが、これをはがし３０センチほど畑土を入れ、一部は野菜が

植わっていました。一点気になるのは、割と高さのある擁壁に囲まれており、農

業機械や軽トラックなどが進入しにくいと思われ、面積も広いことから農機具だ

けの手作業では、今後の耕作に支障が出るのではないかと心配しました。 

 

事 務 局 事務局も１２日に現地を確認しました。委員が報告されたとおり、畑状態に復

元されているものと判断しました。現況は農地に復元されているものとの結論に

なろうかと思います。ただ、今後農地管理が十分にできず、荒廃し、近隣に被害

を及ぼす恐れがでてまいりましたら、その時点で、農地の適正な管理についての

指導をすることになっていこうかと思います。 

 

議  長 その他、何かご質問等ございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、承認とすることでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事 務 局 〔農地法第３条の規定による許可申請について〕 

議案第２号（Ｐ３～Ｐ６）を説明する。 



 

農地法第３条の規定による許可申請について、この度は、２４件の申請が提出

されております。参考資料（３条）もあわせてご覧ください。 

所有権の移転が２２件、使用貸借権の設定が２件で、市街化区域の案件が１番

から４番と１２番と２３番である外は、いずれも調整区域または都市計画区域外

の案件となっております。申請地は、１４番と２４番が「貸付地」である外はい

ずれも譲渡人・貸人の「自作地」で、譲受人・借人はいずれも「個人」となって

おります。「農地取得後の全部耕作・常時従事」につきましては、いずれの案件

も申請地等に無断転用地等は確認されておらず、申請地の耕作に必要な機械及び

従事者等を確保されております。「通作距離」につきましては、いずれも１５km

以内となっております。「周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響及び措置」

につきましては、いずれの案件も「周辺の農業と同様の農業を行うので、特に影

響はない」ものとの申請となっております。 

それでは、案件毎に申請の概要をご説明いたします。１番から１１番につきま

しては、現在耕作面積が０㎡の新規農家の方の案件です。いずれも営農計画書が

添付されております。 

１番です。 

砥堀の田□□□□につきまして、砥堀の□□□□□□が、□□□□□□から

「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露地野菜」となっ

ております。申請地に設置されている農業用倉庫９㎡について、５条届出が同時

に提出されています。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。なおこの案件、現在

耕作面積が０㎡ですが、中南部地区農政協議会では「面積が小さく、実績がある

ため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっております。 

２番です。 

北平野一丁目の田□□□につきまして、北平野の□□□□□□が、母である□

□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露

地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのこ

とです。なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、中南部地区農政協議会では

「自宅の近くで、生前贈与で面積も小さいため、新規農家の聞き取り調査は必要

なし」との意見となっております。 

３番です。 

広畑区末広町三丁目の畑□□□□につきまして、広畑区北野町の□□□□□□

が、□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「野

菜、果樹」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□との

ことです。なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、中南部地区農政協議会で

は「面積が小さいため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となって

おります。 

４番です。 

林田町林谷の田２筆□□□□□□□につきまして、林田町林谷の□□□□□□

が、□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露

地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「経験が

あり、実績もあるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となって

おります。 

５番です。 

夢前町山之内の田、畑３筆□□□□□□□につきまして、夢前町山之内の□□

□□□□が、□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付

作物は「露地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としまし

ては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。なお



この案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「経験があ

り、実績もあるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となってお

ります。 

６番です。 

夢前町山之内の田□□□□につきまして、高砂市の□□□□□□が、□□□□

□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付作物は「黒豆、に

んにく、たまねぎ」となっております。譲受人の住所が高砂市ですが、集落内に

別荘を所有しており、ここを拠点として耕作するとのことです。農業を始めるこ

ととなった動機としましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。なおこの案件、

現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「実績があるため、新規

農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっております。 

７番です。 

安富町栃原の田□□□□につきまして、安富町杤原の□□□□□□が、□□□

□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「野菜」とな

っております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□との

ことです。なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会で

は「自宅の隣で、経験もあるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意

見となっております。 

８番です。 

船津町の田２筆□□□□□につきまして、元塩町の□□□□□□が、□□□□

□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「バニラ」と

なっております。設定されている中間管理事業につきましては、合意解約をすで

に受理済みです。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□とのことです。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□今回申請の作付作物のバニラ栽培についてですが、適切

な温度・湿度管理が求められる難しい作物であるとのことで、具体的な営農計画

の資料を申請人に求めたところ、追加で営農計画の説明及びバニラ苗の注文書の

提出がありました。なお、事務局で情報収集しましたバニラの栽培過程及び日本

農業新聞の記事についても参考として添付しています。なおこの案件、北東部地

区農政協議会では「新規農家の聞き取り調査は必要」との意見となっておりま

す。 

９番です。 

船津町の田□□□□につきまして、神崎郡福崎町の□□□□□□が、□□□□

□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「野菜、果樹」

となっております。譲受人は、すでに福崎町において□□□□□□□□耕作され

ています。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□とのことです。なおこの案件、北東部地区農政協議会では「新規農家の聞き

取り調査は必要」との意見となっております。 

１０番です。 

船津町の田３筆□□□□□□□につきまして、城北新町の□□□□□□が、□

□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「果樹」と

なっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。なおこの案件、北東部地

区農政協議会では「新規農家の聞き取り調査は必要」との意見となっておりま

す。 



１１番です。 

豊富町神谷の田、畑４筆□□□□□につきまして、神戸市の□□□□□□が、

□□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露

地野菜」となっております。譲受人の住所が神戸市ですが、集落内に来年１月に

転居予定とのことです。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□と

のことです。なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会

では「住居の横であり、営農経験があるため、新規農家の聞き取り調査は必要な

し」との意見となっております。 

１２番以降につきましては、既に耕作面積がある方の案件です。 

１２番です。 

上手野の田□□□□□□につきまして、上手野の□□□□□□が、□□□□□

□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作

面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっております。 

１３番です。 

林田町林谷の田□□□□□□につきまして、林田町新町の□□□□□□が、□

□□□□□から「借り受けたい」との使用貸借権設定の申請です。この件許可さ

れますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっ

ております。 

１４番です。 

林田町八幡の田３筆□□□□□□□につきまして、林田町八幡の□□□□□□

が、□□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。申請地は譲

受人が耕作しており、許可後の耕作面積に変動はありません。作付作物は「水

稲」となっております。 

１５番です。 

夢前町高長の田、畑６筆□□□□□□□□□□につきまして、夢前町神種の□

□□□□□が、□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請で

す。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作

物は「野菜、果樹」となっております。 

１６番です。 

安富町名坂の田□□□□につきまして、安富町植木野の□□□□□□が、□□

□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「野菜」となっており

ます。 

１７番です。 

船津町の田□□□□につきまして、船津町の□□□□□□が、□□□□□□□

から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作面

積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野菜、果樹」となっており

ます。営農計画書が参考として添付されています。 

１８番と１９番です。 

飾東町豊国の□□□□□□が、飾東町豊国の畑２筆□□□□□につきまして、

□□□□□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許

可されますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野

菜、果樹」となっております。申請地に設置されている農業用倉庫について、則

２９条確認願が同時に提出されています。 

２０番です。 

飾東町志吹の田□□□□につきまして、飾東町志吹の□□□□□□が、□□□

□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっており

ます。 

２１番です。 

飾東町山崎の田□□□□につきまして、飾東町山崎の□□□□□□が、弟の□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます



と、耕作面積は□□□□になる予定です。作付作物は「野菜、果樹」となってお

ります。 

２２番です。 

飾東町山崎の田□□□□につきまして、飾東町山崎の□□□□□□が、□□□

□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっており

ます。 

２３番です。１１月にご審議いただきましたが、保留となっている案件です。 

花田町上原田の田□□□□□□につきまして、□□□□□□□□□□が、□□

□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、

耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「落花生」となっており

ます。 

保留となった理由につきましては、３点ございました。□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ 

２４番につきましては、農地に設定された利用権が終期を迎えたことからの切

り替え更新手続き分の案件となっております。現在の借人が引き続き借り受けて

耕作される、使用貸借権の設定の申請となっております。許可後の耕作面積に変

動はありません。 

いずれの案件も、各地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりま

せん。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 ２３番について、本日午前中に現地調査班が現地調査を実施しましたので、

メンバーの委員から、現地調査の概要報告をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 

 

議  長 はい、報告、ありがとうございました。 

 耕作面積に対し労働力が足りているのか、という点については、関係資料にあ



りますように、「農業経営実施計画書」として、こちらがお願いした項目を回答

いただいています。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この「農業経営実施計画書」により、農業機械や農作業従事者や営農計画につい

て、より詳細な情報がいただけたことと思います。 

この案件について、なにか、ご意見等ありますでしょうか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にない様ですね。 

 それでは次に、８番の案件について、事務局から追加の説明をしてください。 

 

事務局長 この案件につきましては、事業計画に、事務局として重大な懸念があるものと

考えています。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□事務局としては、次の資料が提出され、実現性が客観的に証明される



までは「保留」または「不許可」も考慮すべきではないかと考えています。 

①設備設計書と見積書 

②栽培計画 

③加工工程の実施計画 

④資金運用計画 

以上の４点について、ますは申請人から十分な説明を受けることが必要と考え

ています。 

 

議  長 事務局から説明がありました。まずは、この８番について、先行して審議した

いと思います。農業委員会の許可権限について、３条許可の判断に当たっては、

農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必要があります。も

っとも、例がないから、むずかしいからといって、いたずらに厳しい運用や排他

的な取扱いをしないよう留意する必要もありますが、私としても、バニラ栽培に

詳しいわけではありませんが、みなさんのお知恵も持ち寄りまして、審議をすす

めたいと思います。事務局から、非常に栽培が難しい作物ですよ、との説明があ

ったわけですが、この案件につきまして、ご意見等ございませんか。 

 

委  員 北東部地区協議会においては、地元の委員からは、これを応援してあげたいと

の意見もありましたが、栽培方法もむずかしいという中で、やはり本人から直接

説明が必要ではないか、ということで、聞き取り調査を行う意見となっていま

す。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□それで、今回は、個人として、新規農家と

して、バニラ栽培をやりたいとの申請だと。実質は同一人物だと思いますけれ

ど、申請書には、イチゴ栽培をしていると書かれていて、ケーキ店にすでに販売

もされているのかな。これは、□□□□で栽培されているものをおっしゃってい

るのだと思いますけれども。ここは、どうなっているんでしょうね。ＳＮＳで

は、昨年１０月頃の準備の様子が上がっていますが、栽培開始する前で更新が止

まっているようですが。 

 

事 務 局 申請受付の際に、気が付いて、場所がビルの中になると思うのですが、申請代

理人に栽培状況の写真なりの提供を求めたのですが、申請人曰く機密情報という

ことで、提供していただけませんでした。 

 

事務局長 完全閉鎖型植物工場として運営されているのであれば、外部からの菌の進入は

全滅の恐れがあることから一般には入れません。入るとしたら防塵服を着たり、

入口でエアシャワーを通過したりする必要があると思います。立ち入りは、事前

の調整が必要となります。完全閉鎖型栽培では「人間が最大の汚染源」と考えら

れており、徹底した衛生管理を経て初めて内部へ入ることができます。そのた

め、立ち入りに代わる資料等の提出が必要になると思います。 

 

委  員 私らも、バニラ栽培なんて、見たことも聞いたこともないので、審査も心もと

ないが。 

 

事務局長 要は、しっかりした計画があるのかどうか、を確認することになろうかと思っ

ています。そのためには、先に述べた、設備設計書と見積書、栽培計画、加工工

程の実施計画、資金運用計画、といったものを用意しておくことは、どんな栽培

を行うにしても、一般的に必要なものだと思いますので、これらが提出されそれ

らが適正なものであれば、信頼性のある計画が準備されているものとして、問題

ないと判断できると思います。 

事務局の方で、聞き取り調査までに追加で資料なりを提供してもらえるよう

に、依頼文を送付するよう取り計らいます。 



 

議  長 今の状態で、許可と決定することは、やや拙速かな、と思います。こういった

案件は、少し慎重になって、あとから、こんなアドバイスもできたのかな、とい

うようなことにならないよう、進めていきたいと思います。 

 この案件につきましては、ご意見も出尽くしたようなので、他の案件について

も、審議を進めていきたいと思います。ご意見、ご質問、その他補足事項等はご

ざいませんか。 

 

各 委 員 ・・・ 

 

議  長 特にない様ですので、それでは、総会規定に基づき、採決します。８番を除

き、いずれも許可相当と判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、８番を除き、いずれについても許可相当と

いたします。８番につきましては、判断を保留といたします。 

 次に、新規農家の聞き取り調査についてですが、８番と９番と１０番について

は必要、１番から７番と１１番については必要なし、との意見でしたが、こちら

について、なにかご意見等ありますでしょうか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、８番と９番と１０番について聞き取り調査をするとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、８番と９番と１０番について、来年１月７日

に来ていただいて新規農家の聞き取り調査を実施することとします。８番につき

ましては、先ほどの資料を追加で提出いただくとともに、本人から事業計画につ

いての説明を受け、判断していきたいと思います。 

議  長 続きまして、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」及び「農地法

施行規則第２９条第１号の確認」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３号（Ｐ７）を説明する。 

〔農地法第４条の規定による許可申請について〕 

 

農地法第４条の規定による許可申請について、この度は、１件の申請が提出さ

れております。参考資料もあわせてご覧ください。 

調整区域の豊富町豊富の田の一部□□□□□□□につきまして、「農家住宅を

建て、露天駐車場を設置したい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、集

団性のある農地等の「第１種農地」に該当すると考えておりますが、不許可の例

外である「集落に接続して設置される日常生活上必要な施設」に該当するものと

して申請されております。「事業内容」につきましては、延床面積□□□□□□

の農家住宅を建築し、乗用車２台分の露天駐車場を設置する計画となっておりま

す。「転用に必要な資力」につきましては、確保されております。「他の許可等

を受ける必要がある場合」につきましては、建築許可不要証明が申請済となって

おります。「周辺農業への支障のおそれ」につきましては、転用目的に照らして

汚水の排水等は認められないことから、周辺農業への支障はないものと考えてお

ります。 

北東部地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりません。本日の

審議の結果を意見として、県に送付したいと考えております。 



 

 〔農地法施行規則第２９条第１号の確認について〕 

続きまして、農地法施行規則第２９条第１号の確認について、ご説明いたし

ます。２００㎡未満の農地を農業用倉庫などの農業用施設用地に利用する場合

は、農地法第４条の規定による県知事の転用許可は不要となっていますが、こ

れに該当することの確認願として１件提出されております。 

調整区域の飾東町豊国の畑の一部□□□□□□につきまして、「農業用倉庫

として利用したい」との確認申請です。現況はすでに「農業用倉庫」となって

おります。 

北東部地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりません。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、承認とすることでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 それでは続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第４号（Ｐ８～Ｐ９）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による許可申請について〕 

 

農地法第５条の規定による許可申請について、この度は、６件の申請が提出さ

れております。参考資料（５条転用）もあわせてご覧ください。 

２番から４番が都市計画区域外の案件である外は、いずれも調整区域の案件と

なっております。「代替地の有無」につきましてはいずれも「他に事業目的に適

した代替地はない」となっており、「転用に必要な資力」につきましては、いず

れも確保されております。「周辺農業への支障のおそれ」につきましては、いず

れも転用目的に照らして汚水の排水等は認められないことから、周辺農業への支

障はないものと考えております。 

それでは案件ごとに、申請の概要をご説明いたします。 

１番です。 

林田町口佐見の田２筆の一部□□□□□につきまして、□□□□□□が、「使

用貸借権で借り受けて、引き続き営農型太陽光発電設備を設置したい」との一時

転用継続の申請です。この案件、□□□□□□□□□□□一時転用許可を受けて

太陽光発電設備を設置して以降、今回で３回目の一時転用の期間延長申請となっ

ております。よって、現況は「営農型太陽光発電設備が設置済み」となっており

ます。申請地の農地区分は「農用地区域内農地」となっており、原則転用許可は

できませんが、農地法施行令第４条第１項第１号により、仮設工作物の設置など

３年以内の一時的なものであり、また「農業振興地域整備計画上支障がない」と

認められる案件については、例外的に認められております。農業振興地域整備計

画上の支障については、市農政総務課から支障がないとの回答を得ております。

「事業内容」につきましては、パネル２４８枚、パワコン５台、出力□□□□□

□の太陽光発電設備の設置を延長する計画で、営農型太陽光設備の下部の農地で

は、「原木しいたけ栽培」を引き続き行う計画となっております。「転用に必要

な資力」につきましては、設置済みのため不要、「一時転用の場合の農地復元」

につきましては、事業終了後は直ちに設備を撤去し、農地に復元するとの申請と



なっており、撤去費用を賄えるだけの残高証明も添付されております。 

「営農型太陽光発電設備」につきましては、農林水産省の通知により基準が定

められており、 

・下部の農地における営農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立

てることを利用の目的とすること 

・簡易な構造で容易に撤去できる支柱であり、申請に係る面積が必要最低限で適

正と認められること 

・下部の農地における営農の適切な継続が確実で、農作物の生育に適した日照量

が保たれ、営農するための空間が確保されている設計であること 

・周辺農地の効率的な利用、水利に支障を及ぼすおそれがないこと 

等を確認することとなっております。 

この太陽光発電設備につきましては「下部農地における営農への影響の見込み

書」及び「知見を有する者の意見書」が提出されておりまして、これらによりま

すと、今申し上げました基準は満たしていると考えられます。 

また、 

・営農が行われない場合 

・単収が地域の平均的単収と比較しておおむね２割以上減少している場合 

・農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる場合 

・農業機械等を効率的に利用することが困難と認められる場合 

につきましては、営農の適切な継続が確保されていないと判断され、県による

改善措置が講じられることとなります。農業委員会としましては、継続的に農作

物の生育状況を確認し、営農の適切な継続が確保されていないと判断される場合

には、指導助言を行うとともに、県に報告する必要があります。 

２番です。 

夢前町前之庄の田５筆□□□□□□□につきまして、□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□が、「譲り受けて、太陽光発電設備を設置したい」との転用の

申請です。申請地の農地区分は、住居等が連たんする区域に近接かつ農地の集団

規模１０ｈａ未満の「第２種農地」に該当すると考えております。「事業内容」

につきましては、隣接地の宅地と一体利用し、パネル８３７枚、パワコン７台、

出力□□□□□の太陽光発電設備を設置する計画となっております。「他の許可

等を受ける必要がある場合」につきましては、事業計画事前申請済、景観計画区

域内の行為届出済となっております。 

なお、この案件につきまして、出力が５０ｋｗ以上であり、転用面積が１，０

００㎡を超えておりますので、本日、現地調査班による現地調査を実施していた

だいております。現地調査班の意見としましては、「許可相当」との意見となっ

ております。 

また、転用面積が３，０００㎡を超えておりますので、兵庫県に進達する前に

兵庫県農業会議の意見照会を予定しております。 

３番です。 

安富町名坂の田２筆□□□□□につきまして、□□□□□□□□□□□□が、

「譲り受けて、太陽光発電設備を設置したい」との転用の申請です。申請地の農

地区分は、住居等が連たんする区域に近接かつ農地の集団規模１０ｈａ未満の

「第２種農地」に該当すると考えております。「事業内容」につきましては、出

力□□□□□□の小規模太陽光発電設備を設置する計画となっております。 

４番です。 

安富町末広の畑□□□□につきまして、□□□□□□□□が、「賃借権で借り

受けて、露天駐車場を設置したい」との転用の申請です。申請地の農地区分は住

居等が連たんする区域に近接かつ農地の集団規模１０ｈａ未満の「第２種農地」

に該当すると考えております。「事業内容」につきましては、経営規模の拡大と

業務拡張のために現在の会社の敷地を拡張し、車両６台分の露天駐車場を設置す

る計画となっております。 

５番です。 

船津町の田□□□□につきまして、□□□□□□が、「譲り受けて、分家住宅



を建て、露天駐車場を設置したい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、

集団性のある農地等の「第１種農地」に該当すると考えておりますが、不許可の

例外である「集落に接続して設置される日常生活上必要な施設」に該当するもの

として申請されております。「事業内容」につきましては、延床面積□□□□□

□□の一般住宅を建築し、乗用車２台分の露天駐車場を設置する計画となってお

ります。「他の許可等を受ける必要がある場合」につきましては、建築許可が申

請済となっております。 

６番です。 

船津町の田□□□□につきまして、□□□□□□が、「使用貸借権で借り受け

て、分家住宅を建て、露天駐車場、庭を設置したい」との転用の申請です。申請

地の農地区分は、集団性のある農地等の「第１種農地」に該当すると考えており

ますが、不許可の例外である「集落に接続して設置される日常生活上必要な施

設」に該当するものとして申請されております。「事業内容」につきましては、

延床面積□□□□□□□の分家住宅を建築し、乗用車２台分の露天駐車場と庭を

設置する計画となっております。「他の許可等を受ける必要がある場合」につき

ましては、建築許可が申請済となっております。 

いずれの案件も、北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特に

問題点は出ておりません。本日の審議の結果を意見として、県に送付したいと考

えております。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 ２番について、本日午前中に現地調査班が現地調査を実施しましたので、メ

ンバーの委員から、現地調査の概要報告をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ 

 

議  長 はい、報告、ありがとうございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、それでは採決します。許可相当とすることに賛同いた

だける方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手を確認しましたので、許可相当とします。 

 次に、議案第５号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び

第４項による農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴

取」について、事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第５号（Ｐ１０）を説明する。 

〔農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による農用

地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取について〕 

 

農地中間管理事業にかかる農地の貸し借りにつき、農地中間管理機構である公

益社団法人ひょうご農林機構から、農用地利用集積等促進計画を県知事へ認可申

請するにあたり、農業委員会の意見を求められているものでございます。農業委

員会としましては、農地法３条の許可基準を準用して、意見についてのご審議を



いただくことになります。 

この度の権利設定は、全体として、合計が「４件、４筆、５，３０４㎡」の計

画となっており、このうち、新規の設定は「１件、１筆、１，５３７㎡」となっ

ております。 

北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特に問題点はでており

ません。本日の審議の結果を、ひょうご農林機構へ送付したいと考えておりま

す。 

以上、農用地利用集積等促進計画への意見につきまして、よろしくご審議お願

いいたします。 

 

議  長 只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認致します。 

 

 次に、議案第６号「農地利用最適化推進施策に関する意見書策定」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第６号（Ｐ１０）を説明する。 

〔農地利用最適化推進施策に関する意見書策定について〕 

 

農地利用最適化推進施策に関する意見書策定についてご説明いたします。 

農業委員会は、農地利用最適化の推進、具体的には遊休農地の解消、担い手

への集積、新規参入の促進について、任期中に市長に提言することが義務付け

られております。そのため、この提言を作成するために、１２月に農業委員・

推進委員の皆様からご意見を頂戴いたしました。今回いただいた意見の内容で

すが、農業のスマート化の導入と、それに向けた農業基盤整備の実施の他、若

者、担い手、地域への支援など、様々な意見を頂戴しました。これらの意見を

取り込んで、お手元に配布しております意見書案を、作成させていただきまし

た。 

内容の詳細については、遊休農地の解消について３項目（条件不利地におけ

る営農継続に向けた支援、再生困難農地の有効活用、地域住民による保全活動

の支援）、担い手への集積について３項目（担い手への集積の話し合いの場と

しての地域計画の協議の支援、農地集積に貢献する所有者へのインセンティ

ブ、農業基盤の実施）、新規参入について４項目（鳥獣被害に対する支援、農

業機械・施設の支援、就農支援の長期化、若者を対象とした農業体験の実施）

の意見を挙げております。 

本日ご承認いただけましたら、１月２３日の全体会で市長に提出したいと考

えています。 

説明は以上です。意見書の策定及び提出の可否についてご審議お願いしま

す。 

 

議  長 只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 



各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認致します。 

 次に、報告事項に入ります。 

報告第１号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第１号（Ｐ１１）を説明する。 

〔農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について〕 

 

農地法第３条の規定による許可申請の決定に係る聞き取り調査について、１１

月にご審議いただきました新規農家１件の聞き取り調査を、１２月３日に実施し

ていただきました。 

当日は、本人が来庁され、担当委員から、本人の営農意欲、農業機械等の状

況、通作距離の確認、営農計画の聴取等、営農指導をいただき、誓約書も提出さ

れましたので、同日付にて許可書を交付しておりますことを報告いたします。 

 

議  長 報告ありがとうございます。 

それでは、聞き取り調査メンバーの委員から発表をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□ 

 

議  長 報告ありがとうございました。 

 なにか、ご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですね。 

 次に、報告第２号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第２号（Ｐ１１～Ｐ１２）を説明する。 

〔農地法第４条の規定による届出の専決について〕 

 

市街化区域内農地の４条転用案件で、この度は、１１月７日から１２月４日の

間に受け付けたもの７件につきまして、法定要件を満たしており、特に問題がな

いものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告いたしま

す。 

 

議  長 有り難うございます。ご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですので、確認といたします。 

 次に、報告第３号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第３号（Ｐ１２～Ｐ１７）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による届出の専決について〕 

 

市街化区域内農地の５条転用案件で、こちらも、１１月７日から１２月４日

の間に受け付けたもの２０件につきまして、法定要件を満たしており、特に問



題がないものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告

いたします。 

 

議  長 有り難うございます。何かご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですので、確認とすることでお願いします。 

 次に報告第４号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第４号（Ｐ１８～Ｐ２０）を説明する。 

〔合意による解約等の通知について〕 

 

合意による解約等の通知について、この度は、賃貸借契約の解約の通知が２

件、使用貸借契約の解約の通知が１３件ございました。このうち、利用権に該当

するものは２件で、農地中間管理事業に該当するものは１０件です。賃貸借契約

の解約に伴う離作補償につきましては、どちらも「無償」となっております。 

報告は、以上です。 

 

議  長 有り難うございます。なにか、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 次に報告第５号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第５号（Ｐ２０）を説明する。 

〔転用許可（一時転用）に係る事業の完了について〕 

 

県知事の一時転用許可をうけて農地転用を行っていたものについて、転用事業

の完了及び農地復元報告が１件ありましたので、ご報告いたします。 

調整区域の林田町中山下の田□□□□□□について、令和７年１２月９日を期

限とする畑地への転換工事のための一時転用許可を受けておりました、□□□□

□□□から、事業の完了報告がありました。 

事務局において現況確認を行い、農地に復元され、作付もなされていること

を確認しております。また、本日、現地調査班による現地調査を行っていただ

き、現況を確認していただいております。 

以上、よろしくご確認をお願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 現地調査について、メンバーの委員から概要報告をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□ 

 

議  長 報告、有り難うございます。確認をお願いします。 

 次に報告第６号について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第６号（Ｐ２１）を説明する。 

〔県農業経営改善計画（認定農業者）の認定について〕 

 



９月の会長決裁分について報告させていただきます。 

案件は１件です。新規の申請になります。 

夢前町神種、前之庄などで稲作（主食用米・飼料用米）、雑穀・いも類・豆類

（黒豆）、露地野菜（バジル）、果樹類（ぶどう・いちじく）の複合経営をされ

ている□□□□□□につきまして、農業の経営拡大及び利益率の向上など、改善

に向けた取り組みをされていることから、問題はなく、認定農業者として「おお

むね適切である」と、農業委員会から市長へ回答していました。 

その結果として、令和７年１１月５日付けで新規認定したと市長から農業委員

会へ通知がありましたので、ご報告いたします。 

報告は以上です。 

 

議  長 有り難うございます。なにか、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 以上で、本日の議題は、すべて終了しました。 

全体を通して、何かございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。事務局から、なにか、ありますか。 

 

事 務 局 （農業参入フェア２０２５に参加したことの報告） 

 

参加委員 （農業参入フェア２０２５に参加したことの報告） 

 

議  長 それでは、本日の会議はこれで終了します。有り難うございました。 

 

 （午後３時２０分 終了） 
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